
（福）尚徳福祉会  

  保育園神田ベアーズ 

   園長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

日 曜 内容  16 土  

１ 金   17 日  

２ 土   18 月  

3 日 憲法記念日  19 火  

4 月 みどりの日  20 水  

5 火 振替休日  21 木  

6 水   22 金  

7 木   23 土  

８ 金   24 日  

９ 土   25 月  

10 日   26 火  

11 月   27 水 0 歳児健診 

12 火   28 木  

13 水   29 金  

14 木   30 土  

15 金   31 日  

令和 2 年度  ５月 1 日 

 新型コロナ感染拡大予防対策による影響で、皆様にはご迷惑をおかけしております。先が見えない不

透明な状況に保育園としましても、区から情報をいただき、今後の運営をしていきたいと考えておりま

す。子どもたち、保護者の皆様、職員の誰もが感染しないようにと、心から願っております。 

このような状況ですので、4 月は新型コロナ感染症予防拡大の対応に追われ慌ただしく過ぎ去った気

がいたします。いつもなら、5 月は新入園児の子どもたちを迎え、ざわざわと感じる状況から「笑い声」

への変化であったり、懇談会でクラスの様子がお伝え出来たりする時期でした。新入園児の保護者の皆

様も、進級園児の保護者の皆様も、新しい環境にお子様と一緒に慣れて、生活の流れもできてきたころ・・

のはずでした。何が起こるかわからないものです。この緊急事態が早く収束し、通常の保育園が戻り、

子どもたちの声が響き、にぎやかになることを心から望んでいます。 

 

 

             

2 階ホールに「５月人形とこいのぼり」 

を飾りました。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

 

「子どもの日」こいのぼりの制作について 
 

4 月 28 日（金）予定では「子どもの日集会」でした。この日には、各クラスで作った     

「こいのぼり」を披露しあい、毎日元気に過ごして病気をしない体になろう、大きくなろう！

との目的で開催予定でした。 

 

登園している子どもたちだけでもこいのぼりを作ろう、登園自粛している子どもたちには、

こいのぼりのパーツを渡してお家で作ってもらうという当初の案で「それがいいですね」とい

う方向にまとまりかけました。 

しかし担任から提案があり「子どもたちが保育園に来てから、みんなで作って飾りたい！  

こいのぼりの時期が過ぎて飾ってもいいでしょうか？」という熱い思いを伝えられました。 

 

 なるほど！！ 

少しくらい、行事が遅れたっていいじゃない。柔軟にいきましょう！！ 

五月（端午）の節句ではありますが、なぜ祝うのか？の方がもっと大事ですよね。 

という事で、緊急事態宣言が解かれ子どもたちの登園が始まりましたら、順次こいのぼりを  

作り「子どもの日集会」をしようと計画しています。（０，１歳児はクラス対応と致します） 

一足先に、2 階ホールに五月人形を飾りました。写真を載せましたので、2 階ホールをイメー

ジして雰囲気だけでもあじわって頂ければと思います。 

 

 

新型コロナ感染拡大予防対策について 
 

保護者の皆様には、登園自粛・保育時間短縮他などで、保育園にご協力いただいており感謝申し上げます。 

引き続き、登園自粛へのご協力が可能なご家庭には、ご協力いただく事を前提としております。 

また、新型コロナ感染症拡大予防対策につきまして、「緊急事態宣言後の保育所等の対応について」に基づ

き対応を進めております。現在、登園されている保護者の皆様や子どもたちにもご協力をいただいています。 

 

一例ですが 

１、 園舎に入る前に手の消毒をしていただく。 

２、 保育室に入らないよう、廊下で準備をしていただく。 

３、 園内にいる時間は長くならないよう、できるだけ短いお伝えのみをとさせていただく。 

４、 送迎される保護者の皆様同士も、お近づきにならないように気を付けていただく。 

５、 遊び、食事、午睡など生活全般を通し、できるだけ子どもたちも距離を取って生活をする。 

 

などなど、子どもたちもできるだけ密着しないよう、遊びを分散するようコーナーを設けたり、2 階ホー

ルなどに移動して広い所で遊んだり、食事等も席を少し離して座る、布団も少し間隔をあけて敷くなど工夫

できるところから実行しています。 

 

今後、緊急事態宣言が解かれた後につきましても、状況に応じて対策を取っていくようにしたいと考えて

います。、登園園児数などを考慮し、柔軟に保育の形態も変更していく可能性があります。引き続き保護者の

皆様にご協力をお願いすることもあるかもしれません。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

 

緊急事態宣言の発令後、職員も登園する子どもたちの人数に合わせ、5 月 6 日まで出勤者と在宅勤務者と

わかれ、新型コロナ感染拡大予防対策に協力させていただいております。 

職員のマスクも、「顔が見えない中での保育は子どもにとってどうなのか？」と着用をしなかった職員もおり

ます。しかし、感染しない、させないという視点から、全職員がマスク着用をすることにいたしました。 

 

ご迷惑をおかけいたしますが、今後ともご理解、ご協力のほどお願いいたします。 

 


